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国・京都府の支援事業の概要 （授業料減免・学費軽減）

『学費のことで私立高等学校進学をあきらめないで！』

― 京都府内の私立高等学校の学費負担を軽くするために ―

本パンフレットに掲載した諸制度は、平成３０年度に入学した生徒の制度です。入学年度によって、支給額等が異なる場合

があります。なお、本パンフレットの諸制度は平成３０年５月１日現在のものです。変更されることもありますので、ご承

知おきください。

平成３０年度

※支援対象は授業料のみ

対　　象　　者
就学支援金制度
（国の制度 Ａ）

あんしん修学支援制度
（京都府の制度 Ｂ） 就学支援金（国）＋

あんしん修学支援（府）
の総助成額（Ａ＋Ｂ）

「道府県民税・市町村
民税所得割の合算額」
（保護者合算額）

世　帯　年　収
（目安額・保護者合算額）

私立高校に在籍する
生徒

京都府内の私立高校（認可校）
に在籍する京都府民の生徒

非　課　税
生活保護世帯 年額 

２９７，０００円
（２．５倍加算）

年額６３２，０００円上限
年額 
９２９，０００円上限

年収２５０万円未満程度世帯 年額３５３，０００円上限

年額 
６５０，０００円上限

１９歳未満扶養家族の
人数による基準額※

年収２５０～３５０万円
 未満程度世帯

年額 
２３７，６００円
（２倍加算） 注１

年額４１２，４００円上限

年収３５０～５００万円
 未満程度世帯

年額 
１７８，２００円
（１．５倍加算）
 注２

年額４７１，８００円上限

年収５００～５９０万円
 未満程度世帯

定額５０，０００円
（学費軽減補助）

年額 
２２８，２００円上限

年収５９０～９１０万円
 未満程度世帯

年額 
１１８，８００円

（基礎額） 注３

定額５０，０００円
（学費軽減補助）

年額 
１６８，８００円上限

年収９１０万円以上程度世帯 ０円 ０円 ０円

※各助成制度の基準額〈当該年の「道府県民税・市町村民税所得割の合算額」（保護者合算）〉（抜粋）

19歳未満の扶養親族の人数 就学支援金制度（国制度）Ａ あんしん修学支援制度（京都府制度）Ｂ

うち16歳未満
（Ｈ14.1.2以降
　　　生まれ）

うち16～19歳未満
（Ｈ11.1.2～ 　　
 Ｈ14.1.1生まれ）

（２倍加算）
年収350万円
未満程度

 注１

（1.5倍加算）
年収590万円
未満程度

 注２

（基礎額）
年収910万円
未満程度

 注３

授業料減免
基準額

年収500万円
未満程度

学費軽減補助
基準額

年収910万円
未満程度

０人 ０人 ０人

85,500円
未満

257,500円
未満

507,000円
未満

135,500円未満

507,000円
未満

１人
０人 １人 154,000円未満

１人 ０人 171,100円未満

２人

０人 ２人 172,600円未満

１人 １人 189,500円未満

２人 ０人 209,000円未満

（１）失業・倒産等により家計が急変し、一定の所得基準未満となった場合についても、学校授業料減免等が適用できる場合があり
ます。各高等学校にご相談ください。

（２）補助の対象となる「授業料」とは、授業料、教育充実費及び施設充実費その他の名目にかかわらず、保護者が一律に納入すべ
き費用として、学則上規定している経常的な費用をいいます。

（３）「所得割額」とは、当該年の「市町村民税・府民税特別徴収税額決定通知書」や「納税通知書」で確認してください。なお、
所得割額は、保護者の合算額となります。

（４）目安となる世帯年収は収入総額であり、税法上の課税所得金額ではありません。扶養親族の人数は、当該保護者の税法上の扶
養親族です。

（５）申込先「各私立高等学校」 ※問合せ先　京都府文教課（０７５－４１４－４５１６）
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（１）奨学のための給付金（授業料以外の教育費負担を軽減するために）

対象者　７月１日現在（基準日）、保護者が京都府に居住する生活保護世帯及び市町村民税所得割非課税世帯で平成
２６年度以降入学者のみ

支給額 ①生活保護（生業扶助）受給世帯に扶養されている高校生 全・定・通 年額　　５２，６００円

市町村民税
所得割非課
税世帯

（①を除く）

②当該世帯に扶養されている高校生であって、
次のいずれかに該当する場合
○当該高校生が扶養されている２人目以降の高校生
である場合

○扶養されている当該高校生以外に１５歳（中学生
を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄弟
姉妹がいる場合

全・定 年額　１３８，０００円

通 年額　　３８，１００円

③上記以外の高校生
全・定 年額　　８９，０００円
通 年額　　３８，１００円

 ※問合せ先　京都府文教課（０７５－４１４－４５１６）

（２）高校生給付型奨学金（入学準備のために）

対象者は、① 生活保護世帯
② 市町村税非課税世帯で母子、父子、児童、障害者、長期療養者の各世帯
①②とも　京都府内（京都市を除く）に居住する世帯

支給額は
① 生活保護世帯

課　程 入学支度金（１年生対象・１回のみ） 奨学金（他府県の私立高校対象）
全日制 １１０，０００円 １９，０００円（月額）
定時制 　６９，０００円

② 市町村民税非課税世帯

課　程 入学支度金（１年生対象・１回のみ） 支援金（学用品費等） 奨学金（他府県の私立高校対象）
全日制 １７８，０００円 １学年につき 

６０，０００円
注

３３，０００円以内（月額）
定時制 １３７，０００円 ２４，０００円以内（月額）
通信制 　４５，０００円

注表の金額と上記（１）の「奨学のための給付金」との差額を支給します。

１頁の「あんしん修学支援制度」を受けている場合、「奨学金」は支給されません。
京都府以外の私立高等学校に通われている方は、お問い合わせください。
 ※問合せ先　住んでいる地域の京都府保健所

○ 支給（返還する必要はありません）

２ その他の助成制度

修学金

事 業 名 高等学校等修学金貸与制度 修学支援特別融資利子補給制度

対 象 者
生徒。親権者が京都府内に居住し、世帯全体の所得

が別に定める所得基準額に該当する方

保護者。左記基準を超え、かつ主たる生計維持者（注１）

の年収が別に定める所得基準額以下の方

貸与・支給 貸与（無利子） 利子補給

貸 与 額
月額　３０，０００円以内

自宅外は５，０００円加算可　
（注２）

一　　　括　　１，０８０，０００円以内

分割各年度　　　　３６０，０００円以内

（注２）下記「２（１）奨学のための給付金」受給者は、その支給額に応じて貸付額の減額調整を行います。

修学支度金

事 業 名 高等学校等修学支度金貸与制度 修学支度金特別融資利子補給制度

対 象 者
生徒。高等学校等修学金の貸与を受け、主たる生計

維持者（注１）の年収が１５０万円未満の場合

保護者。高等学校等修学金の貸与を受け、主たる生

計維持者（注１）の年収が１５０万円以上の場合

貸与・支給 貸与（無利子） 利子補給

貸 与 額 ２５０，０００円定額

（注１）「主たる生計維持者」とは、父母のうち所得の多い人。

 ※問合せ先　京都府高校教育課（０７５－５７４－７５１８）

京都府の高校生等修学支援事業 ※併給については各機関にお問い合わせください。

１ 高等学校等修学支援事業 （入学準備のために）
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（３）母子家庭奨学金等
対象者　京都府（京都市を除く）に居住する母子家庭の生徒を扶養している母
支給額　奨学金　６４，０００円（年額）　入学支度金　３５，０００円
 ※問合せ先　住んでいる地域の京都府保健所

（４）交通遺児奨学金等
対象者　京都府に居住する交通遺児家庭の生徒
支給額　奨学金　６４，０００円（年額）　入学支度金　３５，０００円
 ※問合せ先　京都府安心・安全まちづくり推進課（０７５－４１４－５０７９）

（５）高等学校生徒通学費補助
対象者　京都府内居住者で生活保護法の通学のための交通費を受けていない者で、かつ、前年所得が基準額未満の者

で一か月通学費が控除額を超える者
支給額　｛１年間の定期券等購入額－控除額（22,100円又は17,000円）×購入月数｝×１／２（千円未満切り捨て）
 ※問合せ先　各私立高等学校

（１）生活福祉資金貸付金（教育支援費）
対象者　低所得者世帯（生活保護基準の１．８倍以内の所得水準世帯）
貸与額　教育支援費　自宅通学者　月額　３０，０００円以内（自宅外通学者　５，０００円増し）
 ※問合せ先　各市町村の社会福祉協議会

（２）母子父子寡婦福祉資金貸付金（修学資金）
対象者　京都府（京都市を除く）に居住する母子家庭や父子世帯
貸与額　修 学 資 金　自宅通学者　月額　４５，０００円以内（自宅外通学者　７，５００円増し）
 ※問合せ先　住んでいる地域の京都府保健所

（３）定時制課程及び通信制課程修学奨励金
対象者　京都府内の定時制・通信制在学者又は京都府内居住の広域通信制在籍者の内、就労しているが経済的理由に

より著しく修学困難で日本学生支援機構の奨学金貸与者以外の方
貸与額　定時制　２９，０００円（月額）　通信制　１４，０００円（月額）
◯注「２ ○支給の欄（１）奨学のための給付金」受給者は、その支給額に応じて貸付金の減額調整を行います。
 ※問合せ先　各私立高等学校

○ 無利子貸与（返還する必要があります）

城　陽　市　奨学金（１年生のみ）　　５０，０００円 教 育 総 務 課　０７７４－５６－４００３
宇治田原町　奨学金　　　　　一括　　６０，０００円 学 校 教 育 課　０７７４－８８－５８５０

通学費補助　バス区間による 同 　　　　　
木 津 川 市　育英資金　　　　年額　　３０，０００円（６月決定予定） 学 校 教 育 課　０７７４－７５－１２３０
亀　岡　市　奨学金　　　　　年額　　１５，０００円 学 校 教 育 課　０７７１－２５－５０５３
京 丹 波 町　育英資金　　　　年額　１２０，０００円以内 学 校 教 育 係　０７７１－８４－００２８
福 知 山 市　入学一時金　　　　　　　２２，５００～３１，５００円 学 校 教 育 課　０７７３－２４－７０４０

（高校生給付型奨学金など受給の場合は不可）
通学支援　　通学定期代の１／３（上限あり） 生 活 交 通 課　０７７３－２４－７０２０

舞　鶴　市　修学支援金　　　年額　　６０，０００円 学 校 教 育 課　０７７３－６６－１０７２
（修学支援金及び入学支度金は、高校生給付型奨学金など受給の場合は不可）
（上記金額と京都府「奨学のための給付金」との差額を支給します）
入学支度金　　全日制　１７８，０００円 同 　　　　　

定時制　１３７，０００円
通信制　　４５，０００円

通学費補助金　　通学定期運賃（通信制は所要額）、スクールバス経費の１／２以内 同 　　　　　

京　都　市
（１）入学支度金（１年生のみ）

対象者　市民税非課税世帯（平成３０年度分の受付は６月末まで）
生 活 保 護 世 帯（平成３０年度分の受付は終了）

支給額（年額）　市民税非課税世帯　　私立全日制　１７８，０００円　　私立定時制　１３７，０００円
私立通信制　　４５，０００円

生 活 保 護 世 帯　　私立全日制　１１０，０００円　　私立定時制　　６９，０００円
（２）学用品購入等助成金

対象者　市民税非課税世帯（生活保護世帯を除く）
支給額（年額）　６，０００円～１４４，０００円
備　考　２ページ「（１）奨学のための給付金」と支給額を調整する場合があります。
 ※問合せ先　子ども家庭支援課分室　　　　　
 奨 学 金 担 当　０７５－２５１－１１２３

○ 給付（返還する必要はありません）

京都府内の市町村の助成制度 ※詳しくは、各市町村にお尋ねください。
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平成３０年６月

京都府私立中学高等学校連合会

京都府私立中学高等学校経営者協会

京都市下京区室町通高辻上る　京都私学会館内

℡　０７５－３４４－０３８５

　０７５－３４４－０３８６

宇　治　市　奨 学 資 金　　　月額　　１３，５００円 こども福祉課　０７７４－２２－３１４１

宮　津　市　育 英 資 金　　　月額　　１５，０００円以内 学 校 教 育 係　０７７２－４５－１６４１

京 丹 後 市　入学支度金　　　　　　７００，０００円以内 教 育 総 務 課　０７７２－６９－０６１０

○ 貸与（返還する必要があります）

京都府の私立高等学校には、各学校独自の奨学金制度があります。
金額、資格、条件及び手続きについては、学校によって異なります。
各学校にお尋ねください。

兵庫県・奈良県の私立高等学校に在籍する生徒の学費軽減 （生徒１人あたり年額）

（１）兵庫県
対象者　京都府内に居住し、当該年１０月１日現在、兵庫県の私立高等学校に在籍する方

支給額　生活保護世帯　　　　　　５０，０００円

年収３５０万円未満程度　４７，５００円

年収５９０万円未満程度　２７，０００円







（注）

平成30年４月入学者からの金額

（２）奈良県
対象者　京都府内に居住し、当該年１０月１日現在、奈良県の私立高等学校に在籍する方

支給額　年収３５０万円未満程度　２７，０００円

年収５６０万円未満程度　２０，０００円

 ※問合せ先　京都府文教課（０７５－４１４－４５２０）

金融機関の教育ローン

○ 日本政策金融公庫
生徒一人当たり３５０万円以内（原則１５年以内返済）教育一般貸付

利用条件（子どもの人数と世帯年間収入等）詳しくは

教育ローンセンター　０５７０－００８６５６

問合せ先　　京都支店　０７５－２１１－３２３１

西陣支店　０７５－４６２－５１２１

舞鶴支店　０７７３－７５－２２１１

○ その他
郵便局、銀行、信用金庫、労働金庫、ＪＡバンク等といった金融機関にも、教育ローンがあります。

各金融機関によって、貸付資格、貸付条件、貸付限度額、貸付利子等が異なります。

利用に当たっては、各金融機関にお問い合わせください。


